
岩手県環境審議会自然・鳥獣部会審議結果について（報告） 

 

令和元年９月 25日（火）に開催した自然・鳥獣部会において、次のとおり諮問があった

鳥獣保護区特別保護地区の指定について審議した結果、原案を適当と認めたので報告する。 

 

〇 鳥獣保護区特別保護地区の指定について 

法第 29条第１項の規定に基づき、以下のとおり指定する。 

鳥獣保護区の名称 所在 面積 指定期間 指定区分 

八幡平鳥獣保護区 

特別保護地区 

八幡平市 

滝沢市 

雫石町 

1,742ha 令和元年 11 月 1日 

～令和 11年 10月 31日 

大規模生息地の

保護区 

山田町船越大島鳥獣

保護区特別保護地区 

山田町 18ha 令和元年 11 月 1日 

～令和 11年 10月 31日 

集団繁殖地の 

保護区 
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